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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記式［１］の化学組成を有する結晶相を含有し、かつ、
４８０ｎｍ以上、６５０ｎｍ以下の波長範囲に発光ピークを有する蛍光体の製造方法であ
って、
　得られる蛍光体の結晶相が下記式［１］の化学組成となるように、少なくとも、Ｃｅ源
、ＭIII源、ＭIV源、及びＸ－III源を、所定の割合で混合して混合物とし、該混合物中の
酸素含有量が、原料中のＳｉ量６モルに対し、０．１２モル以下であり、
　次いで前記混合物を焼成する焼成工程を有する蛍光体の製造方法であって、
　前記Ｃｅ源が窒化物、酸化物、又はハロゲン化物であり、
　前記ＭIII源が窒化物であり、
　前記Ｘ－III源が窒化ランタンまたは窒化珪素である
ことを特徴とする蛍光体の製造方法。
　ＣｅｘＭIII

３－ｘＭIV
ｙＸ－III

ｚ　［１］
（前記式［１］において、
ＭIIIは、前記式［１］の結晶構造においてＣｅとともに３価のサイトに入る金属元素で
あって、Ｌａ、Ｌｕ、Ｙ、Ｇｄ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｙｂ、Ｓ
ｃ、Ｇａ、Ｉｎ、Ａｌ、Ｇａ、Ｂｉからなる群より選ばれる１種又は２種以上を含み、Ｌ
ａを必須元素とし、且つ、９０モル％以上が３価の金属元素で占められ、前記３価の金属
元素の中でＬａが９０モル％以上を占める元素を表わし、



(2) JP 5544161 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

ＭIVは、前記式［１］の結晶構造において４価のサイトに入る金属元素であって、Ｓｉ、
Ｇｅ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆからなる群より選ばれる１種又は２種以上を含み、Ｓｉを
必須元素とし、且つ、９０モル％以上が４価の金属元素で占められ、前記４価の金属元素
の中でＳｉが９０モル％以上を占める元素を表わし、
Ｘ－IIIは、前記式［１］の結晶構造において－３価のサイトに入る元素であって、Ｎ、
Ｏ、Ｓ、Ｆ、Ｃｌからなる群より選ばれる１種又は２種以上を含み、且つ、窒素元素を必
須元素とし、前記窒素が８５モル％以上を占める元素を表わし、
ｘは、０．００５≦ｘ≦０．４を満足する数を表わし、
ｙは、５．７≦ｙ≦６．３を満足する数を表わし、
ｚは、１０．５≦ｚ≦１１．６を満足する数を表わす。）
【請求項２】
　前記焼成工程後に、少なくとも洗浄、乾燥、分級、表面処理のいずれかの処理を行う
ことを特徴とする、請求項１に記載の蛍光体の製造方法。
【請求項３】
　前記蛍光体中の酸素含有率が１．８重量％以下となるように、原料を選択する
ことを特徴とする、請求項１又は請求項２に記載の蛍光体の製造方法。
【請求項４】
　焼成温度が１４００℃以上２３００℃以下である
ことを特徴とする、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の蛍光体の製造方法。
【請求項５】
　焼成時に、酸素濃度が２０ｐｐｍ以下の不活性ガスを用いる
ことを特徴とする、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の蛍光体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蛍光体及びその製造方法と、その蛍光体を用いた蛍光体含有組成物及び発光
装置、並びにその発光装置を用いた画像表示装置及び照明装置に関する。より詳しくは、
温度特性に優れた蛍光体及びその製造方法と、その蛍光体を用いた蛍光体含有組成物及び
発光装置、並びにその発光装置を用いた画像表示装置及び照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　蛍光体は、励起光を吸収して所定の色の蛍光を発光するものであり、発光装置などに使
用されている。このうち、黄色の蛍光を発光する蛍光体（黄色蛍光体）としては、従来、
Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ（以下、適宜「ＹＡＧ」という）が広く使用されていた。
　一方、特許文献１に記載のように、Ｌａ３Ｓｉ８Ｎ１１Ｏ４等のＬａ系蛍光体も知られ
ている。これら公知のＬａ系窒化物蛍光体は、全て青色の蛍光を発する蛍光体（青色蛍光
体）である。
　さらに、特許文献２，３には、Ｌａ３Ｓｉ６Ｎ１１：Ｃｅの組成を有する蛍光体が記載
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１１２９２２号公報
【特許文献２】特開２００３－２０６４８１号公報
【特許文献３】米国特許第６６７０７４８Ｂ２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　蛍光体を用いた発光装置には、通常、励起光を発するための光源が設けられる。しかし
、この光源は発光時に発熱するものが多い。このため、発光装置の使用時には光源の発熱
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により蛍光体が昇温することがある。特に、近年ではより明るい発光装置が求められてい
るため、光源としてパワーＬＥＤ等の高出力な光源を使用することがあるが、通常は高出
力な光源の発熱の程度は大きいため、前記の昇温の程度も大きくなる。
【０００５】
　ところが、ＹＡＧ等の従来の蛍光体は温度特性が不十分であったため、高温環境では常
温環境よりも発光強度が低下することが多かった。したがって、従来の発光装置は、前記
の昇温により明るさが低下することがあった。また、蛍光体の発光強度の低下により発光
装置が発する光の成分のバランスが変化しやすかったために、発光装置が発する光の色を
所望の色にすることが困難であった。
【０００６】
　また、特許文献２，３では、蛍光体Ｌａ３Ｓｉ６Ｎ１１：Ｃｅの発光領域が４３５ｎｍ
～４５２ｎｍ（青色）であると記載されている。しかし、本発明者らの検討によれば、当
該蛍光体は青色に発光するものではない。
【０００７】
　以上のように、温度特性に優れた蛍光体の開発は未だ満足できるものではなく、更なる
改良が求められていた。
　本発明は上述の課題に鑑みて創案されたもので、温度特性に優れた新規な蛍光体及びそ
の製造方法と、その蛍光体を用いた蛍光体含有組成物及び発光装置、並びにその発光装置
を用いた画像表示装置及び照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者等は上記課題を解決するべく鋭意検討した結果、特定の組成範囲を有する蛍光
体が、温度特性が良好であり、黄色に発光する蛍光体として好適であることを見出した。
また、本発明者等はこの蛍光体が光源として非常に優れた特性を示し、発光装置等の用途
に好適に使用できることを見出して、本発明を完成させた。
【０００９】
　即ち、本発明の要旨は、下記式［１］の化学組成を有する結晶相を含有し、かつ、４８
０ｎｍ以上、６５０ｎｍ以下の波長範囲に発光ピークを有する蛍光体の製造方法であって
、得られる蛍光体の結晶相が下記式［１］の化学組成となるように、少なくとも、Ｃｅ源
、ＭIII源、ＭIV源、及びＸ－III源を、所定の割合で混合して混合物とし、該混合物中の
酸素含有量が、原料中のＳｉ量６モルに対し、０．１２モル以下であり、次いで前記混合
物を焼成する焼成工程を有し、前記Ｃｅ源が窒化物、酸化物、又はハロゲン化物であり、
前記ＭIII源が窒化物であり、前記Ｘ－III源が窒化ランタンまたは窒化珪素であることを
特徴とする蛍光体の製造方法に存する。
　ＣｅｘＭIII

３－ｘＭIV
ｙＸ－III

ｚ　［１］
（前記式［１］において、ＭIIIは、前記式［１］の結晶構造においてＣｅとともに３価
のサイトに入る金属元素であって、Ｌａ、Ｌｕ、Ｙ、Ｇｄ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔ
ｂ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｙｂ、Ｓｃ、Ｇａ、Ｉｎ、Ａｌ、Ｇａ、Ｂｉからなる群より選ばれる１
種又は２種以上を含み、Ｌａを必須元素とし、且つ、９０モル％以上が３価の金属元素で
占められ、前記３価の金属元素の中でＬａが９０モル％以上を占める元素を表わし、ＭIV

は、前記式［１］の結晶構造において４価のサイトに入る金属元素であって、Ｓｉ、Ｇｅ
、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆからなる群より選ばれる１種又は２種以上を含み、Ｓｉを必須
元素とし、且つ、９０モル％以上が４価の金属元素で占められ、前記４価の金属元素の中
でＳｉが９０モル％以上を占める元素を表わし、Ｘ－IIIは、前記式［１］の結晶構造に
おいて－３価のサイトに入る元素であって、Ｎ、Ｏ、Ｓ、Ｆ、Ｃｌからなる群より選ばれ
る１種又は２種以上を含み、且つ、窒素元素を必須元素とし、前記窒素が８５モル％以上
を占める元素を表わし、ｘは、０．００５≦ｘ≦０．４を満足する数を表わし、ｙは、５
．７≦ｙ≦６．３を満足する数を表わし、ｚは、１０．５≦ｚ≦１１．６を満足する数を
表わす。）
　このとき、前記焼成工程後に、少なくとも洗浄、乾燥、分級、表面処理のいずれかの処
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理を行うことが好ましい。
　また、前記蛍光体中の酸素含有率が１．８重量％以下となるように、原料を選択するこ
とが好ましい。
　さらに、焼成温度が１４００℃以上２３００℃以下であることが好ましい。
　また、焼成時に、酸素濃度が２０ｐｐｍ以下の不活性ガスを用いることが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、温度特性に優れた新規な蛍光体及びその製造方法を提供できる。また
、この蛍光体を含有する蛍光体樹脂組成物を用いることによって、高性能な発光装置を得
ることができる。また、この発光装置は、画像表示装置や照明装置の用途に好適に用いら
れる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る発光装置の構成を模式的に示す図である。
【図２】本発明の一実施形態について示すもので、第１の発光体として面発光型のものを
用い、第２の発光体として膜状のものを適用した発光装置の一例を示す模式的な斜視図で
ある。
【図３】本発明の一実施形態について示すもので、発光装置を組み込んだ面発光照明装置
の一例を模式的に示す図である。
【図４】本発明の実施例１において作製した蛍光体及びＹＡＧの励起スペクトル及び発光
スペクトルを示す図である。
【図５】本発明の実施例１及び比較例１において作製した蛍光体の励起スペクトル及び発
光スペクトルを示す図である。
【図６】本発明の実施例２及び実施例６において作製した蛍光体の励起スペクトル及び発
光スペクトルを示す図である。
【図７】本発明の実施例２及び実施例６において作製した蛍光体のＸ線回折パターンを示
す図である。
【図８】本発明の実施例８での温度特性の評価結果を表わす図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明について実施形態や例示物を示して説明するが、本発明は以下の実施形態
や例示物等に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において任意に変
更して実施することができる。
　また、本明細書において「～」を用いて表される数値範囲は、「～」の前後に記載され
る数値を下限値及び上限値として含む範囲を意味する。
　さらに、本明細書における色名と色度座標との関係は、すべてＪＩＳ規格に基づく（Ｊ
ＩＳＺ８１１０）。
【００１８】
　また、本明細書中の蛍光体の組成式において、各組成式の区切りは読点（、）で区切っ
て表わす。また、カンマ（，）で区切って複数の元素を列記する場合には、列記された元
素のうち一種又は二種以上を任意の組み合わせ及び組成で含有していてもよいことを示し
ている。例えば、「（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）Ａｌ２Ｏ４：Ｅｕ」という組成式は、「ＢａＡ
ｌ２Ｏ４：Ｅｕ」と、「ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ」と、「ＣａＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ」と、「Ｂ
ａ１－ｘＳｒｘＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ」と、「Ｂａ１－ｘＣａｘＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ」と、「Ｓ
ｒ１－ｘＣａｘＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ」と、「Ｂａ１－ｘ－ｙＳｒｘＣａｙＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ
」とを全て包括的に示しているものとする（但し、前記式中、０＜ｘ＜１、０＜ｙ＜１、
０＜ｘ＋ｙ＜１）。
【００１９】
［Ｉ．本発明の蛍光体］
　［Ｉ－１．結晶相の組成］



(5) JP 5544161 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

　本発明の蛍光体は、下記式［１］の化学組成を有する結晶相を含有する。
　ＣｅｘＭIII

３－ｘＭIV
ｙＸ－III

ｚ　　　［１］
（前記式［１］において、
ＭIIIは、前記式［１］の結晶構造においてＣｅとともに３価のサイトに入る元素であっ
て、且つ、９０モル％以上が３価の金属元素で占められ、該３価の金属元素の中でＬａ、
Ｌｕ、Ｙ及びＧｄの合計が９０モル％以上を占める元素を表わし、
ＭIVは、前記式［１］の結晶構造において４価のサイトに入る元素であって、且つ、９０
モル％以上が４価の金属元素で占められ、該４価の金属元素の中でＳｉ及びＧｅの合計が
９０モル％以上を占める元素を表わし、
Ｘ－IIIは、前記式［１］の結晶構造において－３価のサイトに入る元素であって、且つ
、窒素が８５モル％以上を占める元素を表わし、
ｘは、０．００１≦ｘ≦１を満足する数を表わし、
ｙは、５．４≦ｙ≦６．６を満足する数を表わし、
ｚは、９．９≦ｚ≦１２．１を満足する数を表わす。）
【００２０】
　以下、前記式［１］について詳細に説明する。
　式［１］において、ＭIIIは、前記式［１］の結晶構造においてＣｅとともに３価のサ
イトに入る元素を表わす。その例を挙げると、Lａ、Ｌｕ、Ｙ、Ｇｄ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ
、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｙｂ、Ｓｃ、Ｇａ、Ｉｎ、Ａｌ、Ｇａ、Ｂｉ等の３価の金属
元素などが挙げられる。また、ＭIIIは、１種を用いてもよく、２種以上を組み合わせて
用いても良い。
【００２１】
　ただし、式［１］において、ＭIIIの通常９０モル％以上、好ましくは９２モル％以上
、より好ましくは９５モル％以上が、３価の金属元素で占められている。なお、この範囲
の上限は、理論的には１００モル％以下であり、１００モル％であることが最も好ましい
。ＭIIIに占める３価の金属元素の割合が小さくなりすぎると、発光強度が低下する可能
性がある。
【００２２】
　また、当該３価の金属元素（即ち、ＭIIIの９０モル％以上を占める３価の金属元素）
は、当該３価の金属元素全体の中に占める、Ｌａ、Ｌｕ、Ｙ及びＧｄの合計の割合が、通
常９０モル％以上、好ましくは９２モル％以上、より好ましくは９５モル％以上である。
なお、この範囲の上限は、理論的には１００モル％以下であり、１００モル％であること
が最も好ましい。３価の金属元素全体に占める、Ｌａ、Ｌｕ、Ｙ及びＧｄの合計の割合が
小さくなりすぎると、発光強度が低下する可能性がある。
【００２３】
　式［１］において、ＭIVは、前記式［１］の結晶構造において４価のサイトに入る元素
を表わす。その例を挙げると、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ等が挙げられる。ま
た、ＭIVは、１種を用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いても良い。
【００２４】
　ただし、式［１］において、ＭIVの通常９０モル％以上、好ましくは９２モル％以上、
より好ましくは９５モル％以上が、４価の金属元素で占められている。なお、この範囲の
上限は、理論的には１００モル％以下であり、１００モル％であることが最も好ましい。
ＭIVに占める４価の金属元素の割合が小さくなりすぎると、発光強度が低下する可能性が
ある。
【００２５】
　また、当該４価の金属元素（即ち、ＭIVの９０モル％以上を占める４価の金属元素）は
、当該４価の金属元素全体の中に占める、Ｓｉ及びＧｅの合計の割合が、通常９０モル％
以上、好ましくは９２モル％以上、より好ましくは９５モル％以上である。なお、この範
囲の上限は、理論的には１００モル％以下であり、１００モル％であることが最も好まし
い。４価の金属元素全体に占める、Ｓｉ及びＧｅの合計の割合が小さくなりすぎると、発
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光強度が低下する可能性がある。
【００２６】
　式［１］において、Ｘ－IIIは、前記式［１］の結晶構造において－３価のサイトに入
る元素を表わす。その例を挙げると、Ｎ等の－３価の元素；Ｏ、Ｓ等の－２価の元素；Ｆ
、Ｃｌ等の－１価の元素などが挙げられる。なお、Ｘ－IIIは、１種類を用いてもよく、
２種以上を組み合わせて用いても良い。ここで、Ｘ－IIIとしては、ＯＨ－等の２種類の
元素が結合したものを含むものとする。
【００２７】
　ただし、式［１］において、Ｘ－IIIの通常８５モル％以上、好ましくは９２モル％以
上、より好ましくは９５モル％以上がＮで占められている。なお、この範囲の上限に制限
は無いが、理論的には１００モル％以下であり、１００モル％であることが最も好ましい
。しかし、実際は、原料中に酸素が含有されていることから、合成される蛍光体結晶相に
酸素が混入し、その分だけＸ－IIIに占めるＮの割合が１００％から低減するため、Ｘ－I

IIに占めるＮの割合が９９モル％以下となる場合が多い。Ｘ－IIIに占めるＮの割合が小
さくなりすぎると、発光強度が低下する傾向にある。
　なお、Ｘ－IIIに占めるＮの割合が１００モル％未満の場合、Ｘ－IIIとして含有される
Ｎ以外の元素としてはＯであることが好ましい。
【００２８】
　式［１］において、ｘは、Ｃｅのモル数を表わす数であり、通常０．００１以上、好ま
しくは０．００５以上、より好ましくは０．０１以上、更に好ましくは０．０２以上、ま
た、通常１以下、好ましくは０．７以下、より好ましくは０．４以下、更に好ましくは０
．３以下である。ｘは、小さすぎると、Ｃｅによる励起発光が充分ではなく、発光強度が
低下する可能性があり、大きすぎると、濃度消光が起こり、発光強度が低下する可能性が
ある。
【００２９】
　式［１］において、ｙは、ＭIVのモル数を表わす数であり、通常５．４以上、好ましく
は５．７以上であり、通常６．６以下、好ましくは６．３以下であり、６に近い方が好ま
しい。ｙは、小さすぎても、大きすぎても、格子欠陥を招き、発光強度が低下する場合が
多い。
【００３０】
　式［１］において、ｚは、Ｘ－IIIのモル数を表わす数であり、通常９．９以上、好ま
しくは１０．５以上、より好ましくは１０．７以上、また、通常１２．１以下、好ましく
は１１．６以下、より好ましくは１１．３以下であり、１１に近い方が好ましい。ｚは、
小さすぎても、大きすぎても、格子欠損を招き、発光強度が低下する場合が多い。
【００３１】
　式［１］の化学組成のうち、好ましいものの具体例を以下に挙げるが、本発明の蛍光体
の組成は以下の例示に限定されるものではない。
　即ち、式［１］の化学組成のうち好ましい例としては、酸素が混入していない例として
は、Ｃｅ０．１Ｌａ２．９Ｓｉ６Ｎ１１、Ｃｅ０．０２Ｌａ２．９８Ｓｉ６Ｎ１１等が、
僅かな酸素が混入している例としては、Ｃｅ０．１Ｌａ２．８９Ｓｉ６Ｎ１０．９７Ｏ０

．０３、Ｃｅ０．１Ｌａ２．７Ｓｉ６Ｎ１０．４Ｏ０．６等が挙げられる。
【００３２】
　また、本発明の蛍光体は、上述した式［１］の化学組成を有する結晶相を、その少なく
とも一部に含有していれば、当該蛍光体の全体が前記式［１］の化学組成を有していなく
ても構わない。本発明の蛍光体は、式［１］の化学組成を有する結晶相とは異なる結晶相
を含有していてもよく、蛍光体全体として２種類以上の結晶相を有する場合もある。この
際、式［１］の化学組成を有する結晶相以外の部分については、本発明の効果を著しく損
なわない限り制限はなく任意である。ただし、本発明の利点を顕著に得るために、当該蛍
光体全体が、上述した式［１］の化学組成を有する結晶相からなることが最も好ましい。
【００３３】
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　［Ｉ－２．蛍光体の特性］
　　［Ｉ－２－１．蛍光の色に関する特性］
　本発明の蛍光体は、通常は黄色に発光する。即ち、本発明の蛍光体は、通常は黄色蛍光
体となる。
　本発明の蛍光体が黄色に発光する場合、当該蛍光の色度座標は、通常、（ｘ，ｙ）＝（
０．３９３，０．４６４）、（０．５１３，０．４６４）、（０．３９３，０．５８４）
及び（０．５１３，０．５８４）で囲まれる領域内の座標となり、好ましくは、（ｘ，ｙ
）＝（０．４１８，０．４８９）、（０．４８８，０．４８９）、（０．４１８，０．５
５９）及び（０．４８８，０．５５９）で囲まれる領域内の座標となる。
　なお、蛍光の色度座標は、後述する発光スペクトルから算出することができる。
【００３４】
　　［Ｉ－２－２．発光スペクトルに関する特性］
　本発明の蛍光体が発する蛍光のスペクトル（発光スペクトル）に特に制限は無いが、黄
色蛍光体としての用途に鑑みれば、波長４５５ｎｍの光で励起した場合に、その発光スペ
クトルに以下の特性を有することが好ましい。
【００３５】
　即ち、本発明の蛍光体の発光ピーク波長は、４８０ｎｍ以上、６５０ｎｍ以下の波長範
囲にある。付活元素であるＣｅが２種類の基底状態を有することから、本発明の蛍光体は
、２種類の基底状態のエネルギーレベルの差に応じて２つの発光ピークを有する場合が多
い。この場合、長波長側の発光ピークは、通常５５０ｎｍ以上、好ましくは５７０ｎｍ以
上、また、通常６５０ｎｍ以下、好ましくは６２０ｎｍ以下の波長範囲に発光ピークを有
する。一方、短波長側のピークは、通常４８０ｎｍ以上、好ましくは、５１０ｎｍ以上、
また、通常５８０ｎｍ以下、好ましくは５７０ｎｍ以下の波長範囲に発光ピークを有する
。発光ピークの波長が短すぎても、長すぎても、後述する第１の発光体との組み合わせで
適切な補色関係が得られず、良好な白色光が得られにくくなる可能性がある。
【００３６】
　さらに、本発明の蛍光体の発光領域について述べる。発光スペクトルにおいて、最も高
い発光ピークの高さの半値以上となっている波長領域が、広い方が好ましく、上限値が、
通常、５２０ｎｍ以上、好ましくは５３０ｎｍ以上、下限値が、通常６２０ｎｍ以下、好
ましくは６００ｎｍ以下である。このように発光領域が大きいために、本発明の蛍光体を
用いた場合、発光装置等の演色性を良好にすることができる。
【００３７】
　また、本発明の蛍光体は、発光ピークの半値幅（full width at half maximum。以下適
宜「ＦＷＨＭ」という。）が、通常１１０ｎｍ以上、好ましくは１２０ｎｍ以上、より好
ましくは１３０ｎｍ以上である。このように半値幅が広いことにより、本発明の蛍光体を
青色ＬＥＤ等と組み合わせた場合、発光装置等の演色性を良好にすることができる。なお
、発光ピークの半値幅の上限に制限は無いが、通常２８０ｎｍ以下である。
　なお、本発明の蛍光体は、正確には複数の発光ピークを有する場合が多く、複数の発光
ピークを有する場合は、最も強度の高いピークの強度の、半分以上の強度を有する波長領
域の幅を半値幅とする。
【００３８】
　本発明の蛍光体の発光スペクトルの測定、並びにその発光領域、発光ピーク波長及びピ
ーク半値幅の算出は、例えば、室温において、日本分光社製蛍光測定装置等の装置を用い
て行なうことができる。
【００３９】
　　［Ｉ－２－３．励起スペクトルに関する特性］
　本発明の蛍光体の励起光のスペクトル（励起スペクトル）に制限は無く、本発明の蛍光
体は、青色領域の光でも、近紫外領域の光でも励起可能である。
　中でも、本発明の蛍光体に好適な励起光は、通常４２０ｎｍ以上、好ましくは４３０ｎ
ｍ以上、より好ましくは４３５ｎｍ以上、また、通常４９０ｎｍ以下、好ましくは４８０
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ｎｍ以下、より好ましくは４７０ｎｍ以下の波長領域に発光ピーク（以下適宜、励起光の
発光ピークを「励起ピーク」という）を有する。励起ピークが短すぎても、長すぎても、
後述する第１の発光体で励起される強さが低下する。
【００４０】
　また、特に、本発明の励起スペクトルとしては、２本以上の励起ピークを有するものが
好ましく、通常３００ｎｍ以上５３０ｎｍ以下の波長範囲に、２本以上の励起ピークを有
することがより好ましく、３６０ｎｍ以上４１０ｎｍ以下の波長範囲と、４３０ｎｍ以上
４７５ｎｍ以下の波長範囲の両方に励起ピークを有することがさらに好ましい。青色領域
の光でも近紫外領域の光でも励起可能となるからである。特に、本発明の蛍光体は、近紫
外領域で発光する酸化亜鉛系ＬＥＤの発光領域に励起ピークを有することから、近未来の
近紫外ＬＥＤと組み合わせる蛍光体として好適である。
　この際、各励起ピークの大きさに制限は無いが、最も高い励起ピーク（即ち、最も強度
が大きい励起ピーク）の高さＩＡと、２番目に高い励起ピークの高さＩＢとの比ＩＡ／Ｉ

Ｂは、通常０．５以上、好ましくは０．６以上、より好ましくは０．６４以上である。前
記の比ＩＡ／ＩＢが小さすぎても大きすぎても、青色領域の光、及び近紫外領域の光の両
者で励起が可能であるという効果が得られにくくなる可能性がある。なお、上限は、通常
２以下である。
【００４１】
　なお、励起スペクトルの測定及び励起ピークの算出は、例えば、室温において、日本分
光社製蛍光測定装置等の装置を用いて行なうことができる。
【００４２】
　　［Ｉ－２－４．酸素含有率に関する特性］
　本発明の蛍光体の酸素含有率は、本発明の効果を著しく損なわない限り任意であるが、
通常１．８重量％以下、好ましくは１．３重量％以下、より好ましくは１．２重量％以下
である。本発明の蛍光体の酸素含有率が高すぎると、発光強度が低下する可能性がある。
さらに、特開２００３－２０６４８１号公報（特許文献４）及び米国特許第６６７０７４
８Ｂ２号（特許文献５）に記載の青色に発光する結晶相（本発明者らの検討によると、Ｌ
ａ３Ｓｉ６Ｎ１１：Ｃｅではなく、ＬａＳｉ３Ｎ５：Ｃｅだと考えられる。）が生成し、
黄色発光が得られない傾向にある。なお、酸素含有率の下限は、酸素が含有されないよう
に合成しても、原料中の含有酸素により、合成される蛍光体結晶相に酸素が混入してしま
うことから、酸素含有率が０．２重量％以上となる場合が多い。
　なお、本発明の蛍光体の酸素含有率は、蛍光体中の酸素を炭酸ガス化後、赤外線で検出
する方法により測定することができる。
【００４３】
　　［Ｉ－２－５．重量メジアン径］
　本発明の蛍光体は、その重量メジアン径が、通常０．１μｍ以上、中でも０．５μｍ以
上、また、通常３０μｍ以下、中でも２０μｍ以下の範囲であることが好ましい。重量メ
ジアン径が小さすぎると、輝度が低下し、蛍光体粒子が凝集してしまう傾向があり好まし
くない。一方、重量メジアン径が大きすぎると、塗布ムラやディスペンサー等の閉塞が生
じる傾向があり好ましくない。
　なお、本発明の蛍光体の重量メジアン径は、例えばレーザー回折／散乱式粒度分布測定
装置等の装置を用いて測定することができる。
【００４４】
　　［Ｉ－２－６．温度特性］
　本発明の蛍光体は、温度特性に優れる。例えば、波長４５５ｎｍの励起光で励起した場
合、温度２４℃に対する温度１４０℃の発光強度維持率（即ち、２４℃における発光強度
Ｉ２４と、１４０℃における発光強度Ｉ１４０との比Ｉ１４０／Ｉ２４）が、通常６０％
以上、好ましくは６６％以上、より好ましくは７２％以上である。このように温度特性に
優れているため、本発明の発光装置は、後述する発光装置等に用いて好適である。
　なお、前記の発光強度維持率は、プレート加熱型温度特性評価装置により測定すること



(9) JP 5544161 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

ができる。
【００４５】
　　［Ｉ－２－７．耐薬品性］
　本発明の蛍光体は、通常は、耐薬品性に優れている。例えば、本発明の蛍光体は、前記
式［１］の化学組成を有する結晶相が、酸強度が極めて強い王水に溶解せず、王水に浸漬
した後でも蛍光を発することができる。このため、本発明の蛍光体は多様な環境下で使用
することが可能であり、工業的に非常に有用である。
【００４６】
　［Ｉ－３．蛍光体の製造方法］
　本発明の蛍光体の製造方法に制限は無く、任意の方法を採用することができる。例えば
、原料として蛍光体前駆体を用意し、その蛍光体前駆体を混合し（混合工程）、混合した
蛍光体前駆体を焼成する工程（焼成工程）を経て製造することができる。以下、本発明の
蛍光体の製造方法の一例として、この製造方法（以下、適宜「本発明に係る製造方法」と
いう）について説明する。
【００４７】
　　［Ｉ－３－１．蛍光体前駆体の用意］
　蛍光体前駆体としては、上述の式［１］における、Ｃｅの原料（以下適宜「Ｃｅ源」と
いう）、ＭIIIの原料（以下適宜「ＭIII源」という）、ＭIVの原料（以下適宜「ＭIV源」
という）、及び、Ｘ－IIIの原料（以下適宜「Ｘ－III源」という）を用意する。
【００４８】
　本発明に係る製造方法で使用されるＣｅ源、ＭIII源及びＭIV源としては、例えば、こ
れらＣｅ、ＭIII及びＭIVそれぞれの窒化物、Ｓｉ(ＮＨ)２等の窒素含有化合物、酸化物
、水酸化物、炭酸塩、硝酸塩、硫酸塩、蓚酸塩、カルボン酸塩、ハロゲン化物等が挙げら
れる。これらの化合物の中から、窒素、水素含有窒素、アンモニア、アルゴン等の焼成雰
囲気の種類に応じて、適宜選択すればよい。
【００４９】
　Ｃｅ源の具体例を挙げると、窒化セリウム、酸化セリウムなどが挙げられる。
【００５０】
　ＭIII源の具体例を、ＭIIIの種類毎に分けて列挙すると、以下の通りである。
　即ち、ＭIII源のうち、Lａ源としては、例えば、窒化ランタン、酸化ランタン、硝酸ラ
ンタン、水酸化ランタン、蓚酸ランタン、炭酸ランタン等が挙げられ、中でも窒化ランタ
ンが好ましい。
　また、ＭIII源のうち、Ｌｕ源としては、例えば、窒化ルテチウム、酸化ルテチウム、
硝酸ルテチウム、蓚酸ルテチウム等が挙げられる。
　さらに、ＭIII源のうち、Ｙ源としては、例えば、窒化イットリウム、酸化イットリウ
ム、硝酸イットリウム、蓚酸イットリウム、炭酸イットリウム等が挙げられる。
　また、ＭIII源のうち、Ｇｄ源としては、例えば、窒化ガドリニウム、酸化ガドリニウ
ム、硝酸ガドリニウム、水酸化ガドリニウム、蓚酸ガドリニウム等が挙げられる。
【００５１】
　ＭIV源の具体例を、ＭIVの種類毎に分けて列挙すると、以下の通りである。
　即ち、ＭIV源のうち、Ｓｉ源としては、例えば、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉＯ２、Ｈ４ＳｉＯ４

、Ｓｉ（ＮＨ）２、Ｓｉ（ＯＣＯＣＨ３）４等が挙げられる。中でも、Ｓｉ３Ｎ４が好ま
しい。
　また、ＭIV源のうち、Ｇｅ源としては、例えば、Ｇｅ３Ｎ４、ＧｅＮＨ、ＧｅＯ２、Ｇ
ｅ（ＯＨ）４、Ｇｅ（ＯＣＯＣＨ３）４、ＧｅＣｌ４等が挙げられる。中でも、Ｇｅ３Ｎ

４が好ましい。
【００５２】
　Ｘ－III源の具体例を、Ｘ－IIIの種類毎に分けて列挙すると、以下の通りである。
　即ち、Ｘ－III源のうち、Ｎ源としては、例えば、窒化ランタン、 窒化ケイ素、窒化セ
リウム等の窒化物などが挙げられる。また、焼成時の雰囲気としてアンモニア、水素含有
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窒素等を選択した場合、焼成時の雰囲気がＮ源となり得る。
　また、Ｘ－III源のうち、Ｏ源としては、例えば、窒化ケイ素中含有酸素、窒化ランタ
ン中含有酸素、酸化セリウム中の酸素等が挙げられる。
　さらに、Ｘ－III源のうち、Ｓ源としては、例えば、硫化ランタン、硫化セリウム等の
硫化物などが挙げられる。
　また、Ｘ－III源のうち、Ｆ源としては、例えば、フッ化ランタン、フッ化セリウム等
のフッ化物などが挙げられる。
　さらに、Ｘ－III源のうち、Ｃｌ源としては、例えば、塩化ランタン、塩化セリウム等
の塩化物などが挙げられる。
【００５３】
　なお、Ｃｅ源、ＭIII源、ＭIV源及びＸ－III源は、それぞれ、１種を単独で用いてもよ
く、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で併用しても良い。
　また、ある蛍光体前駆体が、Ｃｅ源、ＭIII源、ＭIV源及びＸ－III源のうち２つ以上を
兼ねていてもよい。
【００５４】
　　［Ｉ－３－２．混合工程］
　Ｃｅ源、ＭIII源、ＭIV源及びＸ－III源を混合する手法は特に制限されないが、例とし
ては、下記の（Ａ）及び（Ｂ）の手法が挙げられる。
【００５５】
（Ａ）ハンマーミル、ロールミル、ボールミル、ジェットミル等の乾式粉砕機、又は、乳
鉢と乳棒等を用いる粉砕と、リボンブレンダー、Ｖ型ブレンダー、ヘンシェルミキサー等
の混合機、又は、乳鉢と乳棒を用いる混合とを組み合わせ、Ｃｅ源、ＭIII源、ＭIV源及
びＸ－III源等の蛍光体前駆体を粉砕混合する乾式混合法。
【００５６】
（Ｂ）Ｃｅ源、ＭIII源、ＭIV源及びＸ－III源等の蛍光体前駆体に水等の溶媒又は分散媒
を加え、粉砕機、乳鉢と乳棒、又は蒸発皿と撹拌棒等を用いて混合し、溶液又はスラリー
の状態とした上で、噴霧乾燥、加熱乾燥、又は自然乾燥等により乾燥させる湿式混合法。
【００５７】
　　［Ｉ－３－３．焼成工程］
　焼成工程は通常、上述の混合工程により得られたＣｅ源、ＭIII源、ＭIV源及びＸ－III

源等の蛍光体前駆体の混合物を、各蛍光体前駆体と反応性の低い材料からなるルツボやト
レイ等の耐熱容器中に入れ、加熱することにより行なう。
【００５８】
　焼成時の温度は、本発明の蛍光体が得られる限り任意であるが、通常１４００℃以上、
好ましくは１６００℃以上、より好ましくは１７００℃以上、また、通常２３００℃以下
、好ましくは２１５０℃以下の範囲である。焼成温度が低過ぎても、高過ぎても、本発明
の結晶相の生成が困難となる傾向にある。
　焼成時の圧力は、焼成温度等によっても異なるが、通常の場合、簡便さの観点から、常
圧で行うことが多い。しかし、焼成雰囲気が窒素の場合、通常３気圧以上、好ましくは４
気圧以上、より好ましくは８気圧以上である。
　焼成時間は、焼成時の温度や圧力等によっても異なるが、通常１０分以上、好ましくは
１時間以上、通常２４時間以下、好ましくは１０時間以下の範囲である。
【００５９】
　焼成時の雰囲気は本発明の蛍光体が得られる限り特に制限されないが、本発明では、酸
素濃度の低い雰囲気下で焼成を行なうことが好ましい。得られる蛍光体の酸素含有率を抑
制するためである。焼成時の酸素濃度は、好ましくは１００ｐｐｍ以下、更に好ましくは
５０ｐｐｍ以下、特に好ましくは２０ｐｐｍ以下であり、理想的には、酸素が全く存在し
ないことが好ましい。焼成時の雰囲気の具体例としては、原料の種類に応じて、適宜変え
ることが望ましいが、窒素と水素の混合ガス、アンモニアガス、アルゴン、一酸化炭素、
二酸化炭素等の不活性ガス、及びそれらの混合ガス等を使用することができる。中でも、
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窒素ガス、又は、窒素と水素の混合ガスが好ましい。
【００６０】
　また、蛍光体の酸素含有率を抑制する観点からは、焼成工程以前において蛍光体前駆体
を取り扱う場合、各操作は水分含有量及び酸素含有量が少ない雰囲気下で行なうことが好
ましい。したがって、例えば、各蛍光体前駆体の秤量から、焼成工程においてルツボ等に
蛍光体前駆体を充填するまでは、蛍光体前駆体の取り扱いは水分含有量及び酸素含有量が
少ない雰囲気下で行なうことが好ましい。
【００６１】
　　［Ｉ－３－４．後処理］
　上述の焼成工程後、必要に応じて洗浄、乾燥、分級等の処理を行なうことにより、本発
明の蛍光体を得ることができる。
　なお、本発明の蛍光体を用いて、後述の方法で発光装置を製造する際には、必要に応じ
て公知の表面処理、例えば燐酸カルシウム処理を行なってから、使用に供することが好ま
しい。
　また、王水処理などによって式［１］の化学組成を有する結晶相以外の部分を除去する
ようにすれば、本発明の蛍光体の発光効率などをより一層高めることが可能である。
【００６２】
　［Ｉ－４．蛍光体の用途］
　本発明の蛍光体は、蛍光体を使用する任意の用途に用いることができるが、特に、青色
光又は近紫外光で励起可能であるという特性を生かして、各種の発光装置（後述する「本
発明の発光装置」）に用いて好適である。特に、本発明の蛍光体が黄色蛍光体である場合
、青色光を発する励起光源を組み合わせれば、白色発光装置を製造することができる。さ
らに、この白色発光装置に赤色蛍光体（赤色の蛍光を発する蛍光体）を組み合わせれば、
電球色（暖かみのある白色）に発光する発光装置を実現することができる。また、近紫外
光を発する励起光源に、本発明の蛍光体と、青色蛍光体を組み合わせても、白色発光装置
を製造することができる。
【００６３】
　発光装置の発光色としては白色に制限されず、必要に応じて、赤色蛍光体、青色蛍光体
、緑色蛍光体（緑色の蛍光を発する蛍光体）、他種の黄色蛍光体等を組み合わせることに
より、任意の色に発光する発光装置を製造することができる。こうして得られた発光装置
を、画像表示装置の発光部（特に液晶用バックライトなど）や照明装置として使用するこ
とができる。
【００６４】
　［Ｉ－５．蛍光体含有組成物］
　本発明の蛍光体を発光装置等の用途に使用する場合には、これを液状媒体中に分散させ
た形態で用いることが好ましい。本発明の蛍光体を液状媒体中に分散させたものを、適宜
「本発明の蛍光体含有組成物」と呼ぶものとする。
【００６５】
　本発明の蛍光体含有組成物に使用可能な液状媒体としては、所望の使用条件下において
液状の性質を示し、本発明の蛍光体を好適に分散させると共に、好ましくない反応等を生
じないものであれば、任意のものを目的等に応じて選択することが可能である。液状媒体
の例としては、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ポリビニル系樹脂、ポリエチレン系樹脂
、ポリプロピレン系樹脂、ポリエステル系樹脂等が挙げられる。これらの液状媒体は１種
を単独で使用してもよく、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で併用してもよい。なお
、上記の液状媒体に有機溶媒を含有させることもできる。
【００６６】
　液状媒体の使用量は、用途等に応じて適宜調整すればよいが、一般的には、本発明の蛍
光体に対する液状媒体の重量比で、通常３重量％以上、好ましくは５重量％以上、また、
通常３０重量％以下、好ましくは１５重量％以下の範囲である。液状媒体が少なすぎると
、体積あたりの蛍光体含有組成物からの発光量が低下する傾向にあり、多すぎると、蛍光



(12) JP 5544161 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

体粉の分散性が悪くなり、色むらが起こる傾向にある。
【００６７】
　また、本発明の蛍光体含有組成物は、本発明の蛍光体及び液状媒体に加え、その用途等
に応じて、その他の任意の成分を含有していてもよい。その他の成分としては、拡散剤、
増粘剤、増量剤、干渉剤等が挙げられる。具体的には、アエロジル等のシリカ系微粉、ア
ルミナ等が挙げられる。なお、これらその他の成分は、１種を単独で使用してもよく、２
種以上を任意の組み合わせ及び比率で併用してもよい。
　なお、通常、蛍光体含有組成物を発光装置等の構成部材（例えば、後述する第２の発光
体）に用いる場合には、液状媒体を硬化させることにより当該蛍光体含有組成物を硬化さ
せて用いる。
【００６８】
［II．発光装置］
　次に、本発明の発光装置について説明する。本発明の発光装置は、第１の発光体と、第
１の発光体からの光の照射によって可視光を発する第２の発光体とを、少なくとも備えて
構成される。
　［II－１．第１の発光体］
　本発明の発光装置における第１の発光体は、後述する第２の発光体を励起する光を発光
するものである。第１の発光体の発光波長は、後述する第２の発光体の吸収波長と重複す
るものであれば、特に制限されず、幅広い発光波長領域の発光体を使用することができる
。通常は、近紫外領域から青色領域までの発光波長を有する発光体が使用され、具体的数
値としては、通常３００ｎｍ以上、好ましくは３３０ｎｍ以上、また、通常５００ｎｍ以
下、好ましくは４８０ｎｍ以下の発光波長を有する発光体が使用される。この第１の発光
体としては、一般的には半導体発光素子が用いられ、具体的には発光ダイオード（ｌｉｇ
ｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ。適宜「ＬＥＤ」と略称する。）や半導体レーザー
ダイオード（ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｌａｓｅｒ　ｄｉｏｄｅ。適宜「ＬＤ」と略
称する。）等が使用できる。
【００６９】
　中でも、第１の発光体としては、ＧａＮ系化合物半導体を使用したＧａＮ系ＬＥＤやＬ
Ｄが好ましい。なぜなら、ＧａＮ系ＬＥＤやＬＤは、この領域の光を発するＳｉＣ系ＬＥ
Ｄ等に比し、発光出力や外部量子効率が格段に大きく、前記蛍光体と組み合わせることに
よって、非常に低電力で非常に明るい発光が得られるからである。例えば、２０ｍＡの電
流負荷に対し、通常ＧａＮ系ＬＥＤやＬＤはＳｉＣ系の１００倍以上の発光強度を有する
。ＧａＮ系ＬＥＤやＬＤにおいては、ＡｌＸＧａＹＮ発光層、ＧａＮ発光層、またはＩｎ

ＸＧａＹＮ発光層を有しているものが好ましい。ＧａＮ系ＬＥＤにおいては、それらの中
でＩｎＸＧａＹＮ発光層を有するものが発光強度が非常に強いので、特に好ましく、Ｇａ
Ｎ系ＬＤにおいては、ＩｎＸＧａＹＮ層とＧａＮ層の多重量子井戸構造のものが発光強度
が非常に強いので、特に好ましい。
【００７０】
　なお、上記においてＸ＋Ｙの値は通常０．８～１．２の範囲の値である。ＧａＮ系ＬＥ
Ｄにおいて、これら発光層にＺｎやＳｉをドープしたものやドーパント無しのものが発光
特性を調節する上で好ましいものである。
【００７１】
　ＧａＮ系ＬＥＤはこれら発光層、ｐ層、ｎ層、電極、および基板を基本構成要素とした
ものであり、発光層をｎ型とｐ型のＡｌＸＧａＹＮ層、ＧａＮ層、またはＩｎＸＧａＹＮ
層などでサンドイッチにしたヘテロ構造を有しているものが、発光効率が高く、好ましく
、さらにヘテロ構造を量子井戸構造にしたものが、発光効率がさらに高く、より好ましい
。
【００７２】
　［II－２．第２の発光体］
　本発明の発光装置における第２の発光体は、上述した第１の発光体からの光の照射によ
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って可視光を発する発光体であり、第１の蛍光体を含有するとともに、その用途等に応じ
て適宜、第２の蛍光体を含有する。また、例えば、第２の発光体は、第１及び／又は第２
の蛍光体を封止材料中に分散させて構成される。
【００７３】
　［II－２－１．第１の蛍光体］
　本発明の発光装置において、第２の発光体は、上記の本発明の蛍光体を含有するもので
あり、第１の蛍光体として、少なくとも、１種以上の本発明の蛍光体を含有する。また、
第１の蛍光体としては、本発明の蛍光体以外にも、本発明の蛍光体と同色の蛍光を発する
蛍光体（同色併用蛍光体）を用いても良い。通常、本発明の蛍光体は黄色蛍光体であるの
で、第１の蛍光体として、本発明の蛍光体と共に他種の黄色蛍光体を併用することができ
る。
【００７４】
　第１の蛍光体として本発明の蛍光体と併用できる黄色蛍光体の例を挙げると、Ｙ３Ａｌ

５Ｏ１２：Ｃｅ、Ｅｕ付活Ｍｘ（Ｓｉ，Ａｌ）１２（Ｏ，Ｎ）１６（Ｍは、Ｃａ、Ｙ等の
金属元素を表す。ここで、ｘは、酸素原子のモル数をＭの平均価数で割ったものであり、
酸素原子のモル数は通常、０より大きく、４．３以下であることが好ましい。）などが挙
げられる。なお、これらは１種を単独で用いてもよく、２種以上を任意の組み合わせ及び
比率で併用しても良い。
【００７５】
　第１の蛍光体の発光ピーク波長λｐ（ｎｍ）に制限は無いが、第１の蛍光体として黄色
蛍光体を用いる場合には、通常５００ｎｍ以上、好ましくは５２０ｎｍ以上、また、通常
６５０ｎｍ以下、好ましくは６３０ｎｍ以下の波長範囲である。第１の蛍光体の発光ピー
ク波長が短すぎても、長すぎても、第１の発光体や第２の蛍光体との組み合わせにおいて
、良好な白色が得られない傾向にある。
【００７６】
　第１の蛍光体の発光ピークの半値幅（ＦＷＨＭ）に制限は無いが、第１の蛍光体として
黄色蛍光体を用いる場合には、通常１１０ｎｍ以上、好ましくは１２０ｎｍ以上、また、
通常２８０ｎｍ以下である。この半値幅が狭過ぎると演色性が低下する可能性がある。
【００７７】
　なお、前記の第１の蛍光体の発光ピーク波長及び半値幅は、ＣＣＤ又はマルチフォトア
ナライザーを搭載した蛍光測定装置等により測定することができる。
【００７８】
　第１の蛍光体として本発明の蛍光体とその他の蛍光体とを併用する場合、両者の比率は
本発明の効果を著しく損なわない限り任意である。ただし、本発明の蛍光体の比率が大き
いほうが好ましい。具体的には、第１の蛍光体全体に占める本発明の蛍光体の比率が、通
常４０重量％以上、好ましくは６０重量％以上、より好ましくは７０重量％以上である。
ただし、第１の蛍光体として本発明の蛍光体のみを使用することが特に好ましい。
【００７９】
　［II－２－２．第２の蛍光体］
　本発明の発光装置における第２の発光体は、その用途に応じて、上述の第１の蛍光体以
外にも蛍光体（即ち、第２の蛍光体）を含有していてもよい。この第２の蛍光体は、第１
の蛍光体とは発光波長が異なる蛍光体である。通常、これらの第２の蛍光体は、第２の発
光体の発光の色調を調節するために使用されるため、第２の蛍光体としては第１の蛍光体
とは異なる色の蛍光を発する蛍光体を使用することが多い。上記のように、通常は第１の
蛍光体として黄色蛍光体を使用するので、第２の蛍光体としては、例えば赤色蛍光体、緑
色蛍光体、青色蛍光体等の黄色蛍光体以外の蛍光体を用いる。
【００８０】
　第２の蛍光体として赤色蛍光体を使用する場合、当該赤色蛍光体は本発明の効果を著し
く損なわない限り任意のものを使用することができる。この際、赤色蛍光体の発光ピーク
波長は、通常６１０ｎｍ以上、好ましくは６１５ｎｍ以上、より好ましくは６２０ｎｍ以
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上、また、通常６６０ｎｍ以下、好ましくは６５５ｎｍ以下、より好ましくは６５０ｎｍ
以下の波長範囲にあることが好適である。赤色蛍光体の発光ピーク波長が短すぎる場合や
、長すぎる場合は、電球色のような温かみのある白色光が得にくくなる可能性がある。
【００８１】
　第２の蛍光体として緑色蛍光体を使用する場合、当該緑色蛍光体は本発明の効果を著し
く損なわない限り任意のものを使用することができる。この際、緑色蛍光体の発光ピーク
波長は、通常５００ｎｍ以上、好ましくは５１０ｎｍ以上、より好ましくは５２０ｎｍ以
上、また、通常５７０ｎｍ以下、好ましくは５６０ｎｍ以下、より好ましくは５５０ｎｍ
以下の波長範囲にあることが好適である。
【００８２】
　第２の蛍光体として青色蛍光体を使用する場合、当該青色蛍光体は本発明の効果を著し
く損なわない限り任意のものを使用することができる。この際、青色蛍光体の発光ピーク
波長は、通常４３０ｎｍ以上、好ましくは４３５ｎｍ以上、より好ましくは４４０ｎｍ以
上、また、通常４９０ｎｍ以下、好ましくは４８０ｎｍ以下、より好ましくは４７０ｎｍ
以下の波長範囲にあることが好適である。青色蛍光体の発光ピーク波長が短すぎても、長
すぎても、第１の発光体及び第１の蛍光体との組み合わせにおいて、良好な白色が得られ
ない傾向にある。
【００８３】
　なお、第２の蛍光体としては、１種類の蛍光体を単独で使用してもよく、２種以上の蛍
光体を任意の組み合わせ及び比率で併用してもよい。また、第１の蛍光体と第２の蛍光体
との比率も、本発明の効果を著しく損なわない限り任意である。したがって、第２の蛍光
体の使用量、並びに、第２の蛍光体として用いる蛍光体の組み合わせ及びその比率などは
、発光装置の用途などに応じて任意に設定すればよい。
【００８４】
　本発明の発光装置において、以上説明した第２の蛍光体（赤色蛍光体、青色蛍光体、緑
色蛍光体等）の使用の有無及びその種類は、発光装置の用途に応じて適宜選択すればよい
。例えば、第１の蛍光体が黄色蛍光体である場合には、本発明の発光装置を黄色に発光す
る発光装置として構成する場合には、第１の蛍光体のみを使用すればよく、第２の蛍光体
の使用は通常は不要である。
【００８５】
　一方、所望の色の光が得られるように、第２の発光体が含有する蛍光体として、第１の
蛍光体（黄色蛍光体）と第２の蛍光体とを適切に組み合わせて発光装置を構成することも
可能である。
【００８６】
　発光装置を構成する場合における、第１の発光体と、第１の蛍光体と、第２の蛍光体と
の好ましい組み合わせの例としては、以下の（ｉ）～（iv）の組み合わせが挙げられる。
（ｉ）第１の発光体として青色発光体（青色ＬＥＤ等）を使用し、第１の蛍光体として黄
色蛍光体（本発明の蛍光体等）を使用する。これにより、擬似白色に発光する発光装置を
構成できる。
（ii）第１の発光体として青色発光体（青色ＬＥＤ等）を使用し、第１の蛍光体として黄
色蛍光体（本発明の蛍光体等）を使用し、第２の蛍光体として赤色蛍光体を使用する。こ
れにより、電球色に発光する発光装置を構成できる。
（iii）第１の発光体として近紫外発光体（近紫外ＬＥＤ等）を使用し、第１の蛍光体と
して黄色蛍光体（本発明の蛍光体等）を使用し、第２の蛍光体として青色蛍光体を使用す
る。これにより、擬似白色に発光する発光装置を構成できる。
（iv）第１の発光体として近紫外発光体（近紫外ＬＥＤ等）を使用し、第１の蛍光体とし
て黄色蛍光体（本発明の蛍光体等）を使用し、第２の蛍光体として赤色蛍光体及び青色蛍
光体を使用する。これにより、電球色に発光する発光装置を構成できる。
【００８７】
　［Ｉ－２－３．第１及び第２の蛍光体のその他の特性］
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　第１の蛍光体及び第２の蛍光体の重量メジアン径は本発明の効果を著しく損なわない限
り任意であるが、通常０．１μｍ以上、中でも０．５μｍ以上、また、通常３０μｍ以下
、中でも２０μｍ以下の範囲であることが好ましい。重量メジアン径が小さすぎると、輝
度が低下し、蛍光体粒子が凝集してしまう傾向がある。一方、重量メジアン径が大きすぎ
ると、塗布ムラやディスペンサー等の閉塞が生じる傾向がある。
【００８８】
　［II－２－４．封止材料］
　第２の発光体は、通常、第１の蛍光体及び必要に応じて使用される第２の蛍光体を、封
止材料に分散させて構成される。
　封止材料の例を挙げると、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂等の樹脂材料が
挙げられる。具体例を挙げると、ポリメタアクリル酸メチル等のメタアクリル樹脂；ポリ
スチレン、スチレン－アクリロニトリル共重合体等のスチレン樹脂；ポリカーボネート樹
脂；ポリエステル樹脂；フェノキシ樹脂；ブチラール樹脂；ポリビニルアルコール；エチ
ルセルロース、セルロースアセテート、セルロースアセテートブチレート等のセルロース
系樹脂；エポキシ樹脂；フェノール樹脂；シリコーン樹脂などが挙げられる。また、無機
系材料、例えば、金属アルコキシド、セラミック前駆体ポリマー若しくは金属アルコキシ
ドを含有する溶液をゾル－ゲル法により加水分解重合して成る溶液又はこれらの組み合わ
せを固化した無機系材料、例えばシロキサン結合を有する無機系材料を用いることができ
る。
　なお、封止材料は１種を単独で用いてもよく、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で
併用しても良い。
【００８９】
　［II－３．発光装置の構成］
　本発明の発光装置は、上述の第１の発光体及び第２の発光体を備えていれば、そのほか
の構成は特に制限されないが、通常は、適当なフレーム上に上述の第１の発光体及び第２
の発光体を配置してなる。この際、第１の発光体の発光によって第２の発光体が励起され
て（即ち、第１及び第２の蛍光体が励起されて）発光を生じ、且つ、この第１の発光体の
発光及び／又は第２の発光体の発光が、外部に取り出されるように配置されることになる
。この場合、第１の蛍光体と第２の蛍光体とは必ずしも同一の層中に混合されなくてもよ
く、例えば、第１の蛍光体を含有する層の上に第２の蛍光体を含有する層が積層する等、
蛍光体の発色毎に別々の層に蛍光体を含有するようにしてもよい。
【００９０】
　また、本発明の発光装置では、上述の第１の発光体、第２の発光体及びフレーム以外の
部材を用いてもよい。その例としては、封止材料が挙げられる。具体例を挙げると、封止
材料は、発光装置において、第１の発光体、第２の発光体及びフレーム間を接着する目的
で用いることができる。なお、封止材料としては、例えば、第２の発光体の構成材料とし
て例示したものと同様のものが使用できる。
【００９１】
　［II－４．発光装置の実施形態］
　以下、本発明の発光装置について、具体的な実施の形態を挙げて、より詳細に説明する
が、本発明は以下の実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲
において任意に変形して実施することができる。
【００９２】
　図１は、本発明の一実施形態に係る発光装置の構成を模式的に示す図である。本実施形
態の発光装置１は、フレーム２と、光源である青色ＬＥＤ（第１の発光体）３と、青色Ｌ
ＥＤ３から発せられる光の一部を吸収し、それとは異なる波長を有する光を発する蛍光発
光部（第２の発光体）４からなる。
【００９３】
　フレーム２は、青色ＬＥＤ３、蛍光発光部４を保持するための金属製の基部である。フ
レーム２の上面には、図１中上側に開口した断面台形状の凹部（窪み）２Ａが形成されて
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いる。これにより、フレーム２はカップ形状となっているため、発光装置１から放出され
る光に指向性をもたせることができ、放出する光を有効に利用できるようになっている。
更に、フレーム２の凹部２Ａ内面は、銀などの金属メッキにより、可視光域全般の光の反
射率を高められていて、これにより、フレーム２の凹部２Ａ内面に当たった光も、発光装
置１から所定方向に向けて放出できるようになっている。
【００９４】
　フレーム２の凹部２Ａの底部には、光源として青色ＬＥＤ３が設置されている。青色Ｌ
ＥＤ３は、電力を供給されることにより青色の光を発するＬＥＤである。この青色ＬＥＤ
３から発せられた青色光の一部は、蛍光発光部４内の発光物質（第１の蛍光体及び第２の
蛍光体）に励起光として吸収され、また別の一部は、発光装置１から所定方向に向けて放
出されるようになっている。
【００９５】
　また、青色ＬＥＤ３は前記のようにフレーム２の凹部２Ａの底部に設置されているが、
ここではフレーム２と青色ＬＥＤ３との間は銀ペースト（接着剤に銀粒子を混合したもの
）５によって接着され、これにより、青色ＬＥＤ３はフレーム２に設置されている。更に
、この銀ペースト５は、青色ＬＥＤ３で発生した熱をフレーム２に効率よく放熱する役割
も果たしている。
【００９６】
　更に、フレーム２には、青色ＬＥＤ３に電力を供給するための金製のワイヤ６が取り付
けられている。つまり、青色ＬＥＤ３の上面に設けられた電極（図示省略）とは、ワイヤ
６を用いてワイヤボンディングによって結線されていて、このワイヤ６を通電することに
よって青色ＬＥＤ３に電力が供給され、青色ＬＥＤ３が青色光を発するようになっている
。なお、ワイヤ６は青色ＬＥＤ３の構造にあわせて１本又は複数本が取り付けられる。
【００９７】
　更に、フレーム２の凹部２Ａには、青色ＬＥＤ３から発せられる光の一部を吸収し異な
る波長を有する光を発する蛍光発光部４が設けられている。蛍光発光部４は、蛍光体と透
明樹脂（封止材料）とで形成されている。本実施形態において、蛍光体は、青色ＬＥＤ３
が発する青色光により励起されて、青色光よりも長波長の光である光を発する物質である
。蛍光発光部４を構成する蛍光体は一種類であっても良いし、複数からなる混合物であっ
てもよく、青色ＬＥＤ３の発する光と蛍光体発光部４の発する光の総和が所望の色になる
ように選べばよい。色は白色だけでなく、黄色、オレンジ、ピンク、紫、青緑等であって
も良い。また、これらの色と白色との間の中間的な色であっても良い。ここでは、蛍光体
として、本発明の蛍光体からなる黄色蛍光体（第１の蛍光体）と赤色蛍光体（第２の蛍光
体）とを用い、発光装置から電球色の光が発せられるようになっているものとする。
　また、透明樹脂は蛍光発光部４のバインダであり、ここでは、上述の封止材料を用いて
いる。
【００９８】
　モールド部７は、青色ＬＥＤ３、蛍光発光部４、ワイヤ６などを外部から保護するとと
もに、配光特性を制御するためのレンズとしての機能を持つ。モールド部７は主にエポキ
シ樹脂を用いる。
【００９９】
　本実施形態の発光装置は以上のように構成されているので、青色ＬＥＤ３が発光すると
、蛍光体発光部４内の黄色蛍光体と赤色蛍光体とが励起されて発光する。これにより、発
光装置からは、青色ＬＥＤ３が発する青色光、黄色蛍光体が発する黄色光、及び、赤色蛍
光体が発する赤色光からなる電球色の光が発せられることになるのである。
【０１００】
　この際、本実施形態の発光装置では、黄色蛍光体として、温度特性に優れた本発明の蛍
光体を使用している。このため、青色ＬＥＤ３が発熱したとしても黄色蛍光体が発する光
の輝度は大きく低下することはなく、この結果、青色ＬＥＤ３の発熱による発光装置の発
光強度の低下を抑制できると共に、発光装置が発する色が黄色光の輝度の低下により変化
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することを防止できる。
【０１０１】
　本発明の発光装置は、上記の実施形態のものに限定されず、その要旨を逸脱しない範囲
において任意に変更して実施することができる。
　例えば、第１の発光体として面発光型のものを使用し、第２の発光体として膜状のもの
を用いることができる。この場合、第１の発光体の発光面に、直接膜状の第２の発光体を
接触させた形状とすることが好ましい。なお、ここでいう接触とは、第１の発光体と第２
の発光体とが空気や気体を介さないでぴたりと接している状態をつくることを言う。その
結果、第１の発光体からの光が第２の発光体の膜面で反射されて外にしみ出るという光量
損失を避けることができるので、装置全体の発光効率を良くすることができる。
【０１０２】
　図２は、このように、第１の発光体として面発光型のものを用い、第２の発光体として
膜状のものを適用した発光装置の一例を示す模式的な斜視図である。図２に示す発光装置
８では、基板９上に第１の発光体としての面発光型ＧａＮ系ＬＤ１０が設けられ、面発光
型ＧａＮ系ＬＤ１０の上に膜状の第２の発光体１１が形成されている。ここで、相互に接
触した状態をつくるためには、第１の発光体であるＬＤ１０と第２の発光体１１とそれぞ
れ別個に用意して、それらの面同士を接着剤やその他の手段によって接触させても良いし
、ＬＤ１０の発光面上に第２の発光体１１を成膜（成型）させても良い。これらの結果、
ＬＤ１１と第２の発光体１１とを接触した状態とすることができる。
　このような構成の発光装置８によれば、上記実施形態と同様の利点に加え、光量損失を
避けて発光効率を向上させることが可能である。
【０１０３】
　［II－５．発光装置の用途］
　本発明の発光装置の用途は特に制限されず、通常の発光装置が用いられる各種の分野に
使用することが可能である。中でも、温度特性が良好であることから、本発明の発光装置
は、画像表示装置及び照明装置の光源としてとりわけ好適に用いられる。なお、本発明の
発光装置を画像表示装置の光源として用いる場合には、カラーフィルターとともに用いる
ことが好ましい。
【０１０４】
　発光装置１を組み込んだ面発光照明装置１２の一例を図３に模式的に示す。この面発光
照明装置１２では、内面を白色の平滑面等の光不透過性とした方形の保持ケース１３の底
面に、多数の発光装置１を、その外側に発光装置１の駆動のための電源及び回路等（図示
せず。）を設けて配置してある。また、発光の均一化のために、保持ケース１３の蓋部に
相当する箇所には、乳白色としたアクリル板等の拡散板１４が固定されている。
【０１０５】
　この面発光照明装置１２の使用時には、発光装置１を発光させる。この光が拡散板１４
を透過して、図面上方に出射され、保持ケース１３の拡散板１４面内において均一な明る
さの照明光が得られることとなる。
【実施例】
【０１０６】
　以下、本発明について、実施例及び比較例を示して更に具体的に説明するが、本発明は
その要旨を逸脱しない限り、これらに限定されるものではない。
【０１０７】
［原料について］
　結晶母体の原料は、窒化ランタン粉末、及び窒化ケイ素粉末（平均粒径０．５μｍ、酸
素含有量０．９３重量％、α型含有量９２％の）を用いた。一方、付活元素の原料は、金
属セリウムをアンモニア中で窒化して合成した窒化セリウムの粉末、又は、酸化セリウム
粉末を用いた。
【０１０８】
［実施例１］
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　窒化セリウム粉末と窒化ランタン粉末と窒化ケイ素粉末とを、それぞれ表１に示す重量
（ｇ）だけ秤量した。ここで、ＣｅＮ及びＬａＮは、理論値よりも２４％過剰に秤量して
いる。続いて、メノウ乳棒と乳鉢で１０分間混合を行なった後に、得られた混合物を、成
型器により１５０ｋｇ／ｃｍ２の圧力をかけて直径６．５ｍｍのペレットに成型し、窒化
ホウ素製のるつぼに入れた。なお、粉末の秤量、混合、成型、充填の各工程は全て、水分
１ｐｐｍ以下酸素１ｐｐｍ以下の窒素雰囲気を保持することができるグローブボックス中
で操作を行なった。
【０１０９】
　原料の入った窒化ホウ素製るつぼを黒鉛抵抗加熱方式の電気炉にセットした。焼成の操
作は、まず、拡散ポンプにより焼成雰囲気を真空とし、室温から８００℃まで毎分２０℃
の速度で加熱し、８００℃で純度が９９．９９９体積％の窒素を導入して圧力を０．９２
ＭＰａとし、毎分２０℃で１９５０℃まで昇温し、１９５０℃で２時間保持して行なった
。焼成後に得られた試料を粗粉砕の後、窒化ケイ素焼結体製の乳鉢と乳棒を用いて粉砕し
、Ｃｅ０．１Ｌａ２．９Ｓｉ６Ｎ１１の粉（ＣｅとＬａのモル比は２５％程度の誤差を含
む）を得た。
【０１１０】
　原料とその仕込み重量を表１に、その仕込みモル比を表２に示す。また、表２には、得
られた試料の中にＬａ３Ｓｉ６Ｎ１１相とＬａＳｉ３Ｎ５相とがどの程度生成しているか
の目安となるそれぞれの相のＸ線回折主ピークの相対強度、元素分析によって得られた蛍
光体中の酸素濃度、及び、励起スペクトルと発光スペクトルの測定によって得られた発光
特性を示す。表２において、発光特性は、黄色発光ピークについては青色励起で、青色発
光ピークについては近紫外励起で測定を行なった。各々の励起波長については表２に記載
の通りである。
【０１１１】
　また、実施例１で作製した蛍光体の励起スペクトル及び発光スペクトルを、Ｙ３Ａｌ５

Ｏ１２：Ｃｅ（即ち、ＹＡＧ；化成オプトニクス社製、製品Ｎｏ．Ｐ４６－Ｙ３）と比較
した。実施例１で作製した蛍光体（図４ではＬａ３Ｓｉ６Ｎ１１：Ｃｅで表記した）及び
ＹＡＧの励起スペクトル及び発光スペクトルを、図４に示す。なお、励起スペクトル及び
発光スペクトルは、日立製作所（株）製蛍光測定装置Ｆ―４５００を用いて測定した。具
体的には、励起・発光の三次元スペクトルをとり、励起ピーク位置と発光ピーク位置を決
定後、それぞれのピーク位置で、発光スペクトルと励起スペクトルを精密測定した。
　図４より、実施例１で作製した蛍光体は、近紫外領域の波長でも励起可能なことが分か
る。なお、図４では、最大の発光ピークの大きさでピーク強度を規格化した規格化強度を
縦軸としている。
【０１１２】
　また、図４から、実施例１で作製した蛍光体の発光スペクトルは、ＹＡＧの発光領域を
ほぼ全てカバーしており、ＹＡＧよりも低波長領域まで伸びていることが分かる。この点
から、実施例１で作製した蛍光体は演色性を向上させることができるという利点があるこ
とが分かる。
　なお、実施例１の蛍光体とＹＡＧの発光スペクトルについて半値幅を求めたところ、実
施例１では１３２ｎｍ、ＹＡＧでは１２９ｎｍであった。この点からも、実施例１で作製
した蛍光体は演色性を向上させることができるという利点があることが分かる。
　また、実施例１の蛍光体の色度座標のｘ値、ｙ値は、それぞれ、０．４５３、０．５２
５であった。
【０１１３】
［実施例２～５及び比較例１～３］
　実施例２～５及び比較例１～３において、原料とその仕込み重量が異なること以外は、
実施例１と同様に実験をした。原料とその仕込み重量は表１に、その仕込みモル比を表２
に示す。また、表２には、得られた試料の中にＬａ３Ｓｉ６Ｎ１１相とＬａＳｉ３Ｎ５相
がどの程度生成しているかの目安となるそれぞれの相のＸ線回折主ピークの相対強度、元
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素分析によって得られた蛍光体中の酸素濃度、及び、励起スペクトルと発光スペクトルの
測定によって得られた発光特性を示す。表２において、発光特性は、黄色発光ピークにつ
いては青色光励起で、青色発光ピークについては近紫外光励起で測定を行なった。各々の
励起波長については表２に記載の通りである。また、発光ピークの相対強度は、実施例１
の黄色発光ピークの強度を１００として、実施例２～５、及び比較例１～３の黄色及び／
又は青色発光ピークの強度を求めた。
【０１１４】
　表２にみられるとおり、原料としてＣｅＯ２を使用した場合、その量が小さい程、試料
中酸素濃度が減少し、ＬａＳｉ３Ｎ５相の生成が抑制され、Ｌａ３Ｓｉ６Ｎ１１相の生成
量が増大する。それに伴い、ＬａＳｉ３Ｎ５相由来の青色発光強度が減少し、Ｌａ３Ｓｉ

６Ｎ１１相由来の黄色発光強度が増大することがわかる。一方、原料としてＣｅＮを使用
した場合、それを使用したモル比によらず黄色発光強度が強いことがわかる。更に、比較
例１～３にみられるとおり、ＣｅＯ２のモル比が０．１５以上となると、黄色発光強度が
ゼロとなることがわかる。以上から、酸素濃度が低い方が、黄色発光領域において発光強
度に優れることが分かる。
【０１１５】
　また、ＣｅＮを０．０３６モル使用して実施例１で製造した蛍光体、及び、ＣｅＯ２を
０．０６１モル使用して比較例１で製造した蛍光体の励起スペクトル及び発光スペクトル
を図５に示す。なお、図５では、縦軸は発光の相対的な強度を示している。図５から、Ｃ
ｅ源としてＣｅＮを用いる等、蛍光体中の酸素濃度を低下させることにより黄色発光が得
られることがわかった。また、図５に記載の励起スペクトルから、実施例１で作製した蛍
光体（Ｌａ３Ｓｉ６Ｎ１１相）は近紫外領域でも青色領域でも励起されるが、比較例１で
作製した蛍光体（ＬａＳｉ３Ｎ５相）は、近紫外領域では励起されるが、青色領域では励
起されないことがわかる。
【０１１６】
【表１】

【０１１７】
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【表２】

【０１１８】
［実施例６］
　実施例２で作製した蛍光体を、王水２０ｍＬで１０分攪拌後、１４時間静置し、水洗・
乾燥後、粉砕をした後、再び王水２０ｍＬで３時間４０分攪拌し、水洗・乾燥して、励起
スペクトルと発光スペクトルを測定し、王水処理した蛍光体の発光特性を得た。測定され
た励起スペクトルと発光スペクトルを図６に示す。また、図６には、実施例２で作製した
蛍光体の励起スペクトル及び発光スペクトルも示す。なお、図６では、縦軸は発光の相対
的な強度を示している。図６から、王水処理により青色ＬＥＤ励起黄色発光強度が１．６
倍に増大することがわかる。
【０１１９】
　また、実施例２及び実施例６のそれぞれで作製した蛍光体について、Ｘ線回折パターン
を測定した。測定結果を図７に示す。図７より、実施例２で作製した蛍光体にはＬａ３Ｓ
ｉ６Ｎ１１相以外の異相も含まれるが、実施例７で作製した蛍光体には、王水処理により
異相がほとんど除去され、Ｌａ３Ｓｉ６Ｎ１１単一相に近い蛍光体が得られることがわか
り、青色ＬＥＤ励起黄色蛍光体がＬａ３Ｓｉ６Ｎ１１：Ｃｅであることが明らかとなった
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。
【０１２０】
　表３に、実施例２及び実施例６のそれぞれで作製した蛍光体の発光特性を示す。
【表３】

【０１２１】
［実施例７］
　原料の粉を成型しなかったこと以外は、実施例４と同様に実験をした。その発光特性を
表４に示す。粉の場合も青色ＬＥＤ励起黄色発光強度が高いことがわかる。

【表４】

【０１２２】
［実施例８］
　実施例６において王水処理した蛍光体を用い、以下の方法によって輝度を測定し、温度
特性の評価を行なった。また、比較のため、ＹＡＧについても同様に評価を行なった。
＜温度特性の評価＞
　ＧａＮ系青色発光ダイオードの主波長である４５５ｎｍで蛍光体を励起させ、窒素雰囲
気下、加熱前の２４℃、及び、加熱により設定される各温度において、トプコン社製輝度
計ＢＭ－５Ａを用いて輝度を測定した。
【０１２３】
　結果を図８に示す。なお、図８においては、各測定温度における発光強度を、２４℃に
おける発光強度を１００とした場合の相対的強度を縦軸（維持率（％））として示してい
る。図８より、実施例６で作製した蛍光体は、従来の蛍光体であるＹＡＧと比較して、温
度が高くなった場合でも輝度の維持率が高いため、温度特性に優れていることが分かる。
【産業上の利用可能性】
【０１２４】
　本発明の蛍光体の用途は特に制限されず、通常の蛍光体が用いられる各種の分野に使用
可能であるが、温度特性に優れているという特性を生かして、近紫外ＬＥＤや青色ＬＥＤ
等の光源で励起される一般照明用発光体を実現する目的に適している。
　また、上述のような特性を有する本発明の蛍光体を用いた本発明の発光装置は、通常の
発光装置が用いられる各種の分野に使用可能であるが、中でも画像表示装置や照明装置の
光源としてとりわけ好適に用いられる。
【符号の説明】
【０１２５】
　１　発光装置
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　２　フレーム
　２Ａ　フレームの凹部
　３　青色ＬＥＤ（第１の発光体）
　４　蛍光発光部（第２の発光体）
　５　銀ペースト
　６　ワイヤ
　７　モールド部
　８　発光装置
　９　基板
　１０　面発光型ＧａＮ系ＬＤ（第１の発光体）
　１１　第２の発光体
　１２　面発光照明装置
　１３　保持ケース
　１４　拡散板

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図７】

【図８】
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